
 

 
 

【日 時】 令和６年３月８日（金）午後７時００分～ 

【場 所】 ＷＥＢ会議 

 

次  第 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 報  告 

（１）在宅医療専門部会の開催状況           【資料１】 

 

（２）病床機能調整ワーキングの開催状況        【資料２】 

 

４ 協  議 

（１）地域医療構想の検証等について            【資料３】 

   ・地域医療構想の検証、見直しの進め方 ・村山地域の病床数の推移等 

・病床利用率の状況 ・西村山地域医療提供体制検討 WG 中間報告書 

 

（２）地域医療構想の推進に関する意向調査（R5.10 月） 【資料４】 

   ・将来の機能別病床数、自院の役割、診療機能 

   ・非稼働病棟への対応 

 

（３）公立病院経営強化プラン             【資料５】 

   ・各病院のプランの概要 

 

（４）その他 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 

 

＜Zoom 情報＞ 

https://us02web.zoom.us/j/84974510948 

ミーティング ID: 849 7451 0948 

パスコード: 322829 

 

令和５年度第３回村山地域保健医療協議会 

（村山地域医療構想調整会議） 

https://us02web.zoom.us/j/84974510948


配 付 資 料 

 

■資料1（P1）   在宅医療専門部会の開催状況 
 

■資料2（P2～3）  病床機能調整ワーキングの開催状況 

 

■資料3-1(P4)   令和５年度における地域医療構想の検証・見直しの進め方 

■資料3-2(P5)   村山地域の病床数の推移等について 
■資料3-3(P6)    病院の病床利用率の状況 

■資料3-4(P7)    西村山地域医療提供体制検討ワーキンググループ中間報告書 

 

■資料4-1(P8～9)  地域医療構想の推進に関する意向調査 

■資料4-2(P10)   病床が全て稼働していない病棟（非稼働病棟）を有する 

           医療機関への対応 

 

■資料5-1(P11)    公立病院経営強化ガイドラインの概要 

■資料5-2(P12)     各病院の公立病院経営強化プランの概要 

                                ※各病院のプラン全文は別途参考添付 

 

 

■参考資料1       山形県地域保健医療協議会 設置要綱 

■参考資料2     村山地域保健医療協議会 委員名簿 

■参考資料3     山形県地域保健医療協議会 病床機能調整ワーキング設置要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【委　員】

NO 備　考

1 山形市医師会長 金 谷 透
村山保健所
にて参加

2 上山市医師会長 原 田 一 博

3 天童市東村山郡医師会長 鞍 掛 彰 秀

4 寒河江市西村山郡医師会長 鈴 木 明 朗

5 北村山地区医師会長 八 鍬 直

6
山形県歯科医師会
（山形市歯科医師会長）

小 関 陽 一

7 山形県薬剤師会長 岡 嵜 千 賀 子

8
日本精神科病院協会山形県支部
（二本松会かみのやま病院長）

村 岡 義 明

9 山形大学医学部附属病院長 土 谷 順 彦

10 山形県立中央病院長 武 田 弘 明

11 山形市立病院済生館長 貞 弘 光 章

12 天童市民病院長 高 畠 典 明

13 山形済生病院長 石 井 政 次

14 東北中央病院長 田 中 靖 久

15 篠田総合病院長 篠 田 淳 男

16 至誠堂総合病院長 小 林 真 司

17 みゆき会病院長 安 藤 常 浩

18 山形県立河北病院長 森 野 一 真
村山保健所
にて参加

19 寒河江市立病院長 後 藤 康 夫

20 朝日町立病院長 小 林 達

21 西川町立病院長 武 田 隆
村山保健所
にて参加

22 北村山公立病院長 國 本 健 太

23 山形市長 佐 藤 孝 弘

24 天童市長 山 本 信 治

25 寒河江市長 佐 藤 洋 樹

26 西川町長 菅 野 大 志

27 朝日町長 鈴 木 浩 幸

28 東根市長 土 田 正 剛

29 山形県看護協会支部理事（山形支部長） 保 立 美 枝 子

（代理出席）　保健総務課長　　三 條　恵 美

（代理出席）　健康課長　　花 輪　達 也

（代理出席）　保健主幹　　黒 田　美 紀

（代理出席）　健康福祉課長　　佐 藤　尚 史

（代理出席）　健康福祉課長　　畑　 英 俊

（代理出席）　健康推進課長　　後 藤　光

（代理出席）　事務長　　小 林　博 之

（代理出席）　理事　斎 藤　正

（代理出席）　事務部長　　鈴 木　文 博

令和５年度 第３回村山地域保健医療協議会（村山地域医療構想調整会議）　出席者名簿
【日　　時】　令和６年３月８日（金） 午後７時～

【開催方法】　村山保健所（WEB会議）

委　　　　　員 代 理 出 席 者

欠 席

欠 席

欠 席

欠 席



NO 備　考委　　　　　員 代 理 出 席 者

30 山形県栄養士会医療事業部員 会 田 弓 子

31 山形県民生委員児童委員協議会 副会長 長 瀬 武 久

32 山形県地域包括支援センター等協議会 副理事長 大 江 祥 子

33 山形県老人福祉施設協議会 筆頭副会長 山 川 淳 司

34 山形県保険者協議会 委員（山辺町町民生活課長） 遠 山 進

35 山形市保健所長 山 下 英 俊

36 村山保健所長 藤 井 俊 司
村山保健所
にて参加

【オブザーバー】

NO 備考

37 山形県医師会常任理事 柴 田 健 彦

38 山形県看護協会長 若 月 裕 子

【助言者】

NO 備考

39  山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授 村 上 正 泰

【県関係者】

NO

40 健康福祉部医療政策課 課長補佐（医務企画担当） 後 藤 幸 英
村山保健所
にて参加

43 〃　医療政策課 主事 長 谷 川 彰 吾
村山保健所
にて参加

44 病院事業局県立病院課 課長補佐 髙 梨 芳 樹

45 村山総合支庁 保健福祉環境部長 酒 井 雅 彦
村山保健所
にて参加

事務局

46 村山総合支庁保健福祉環境部 保健企画課長 岡 部 清
村山保健所
にて参加

事務局

47 〃　保健企画課 医務主幹 森 福 治
村山保健所
にて参加

事務局

48 〃　保健企画課 課長補佐 木 村 隆 宏
村山保健所
にて参加

事務局

49 〃　保健企画課 企画調整主査 横 山 貴 樹
村山保健所
にて参加

事務局

50 〃　保健企画課 企画調整主査 髙 谷 恵 理
村山保健所
にて参加

事務局

所属・職名・氏名 備考

所属・氏名

所属・氏名

欠 席

欠 席

欠 席



在宅医療専門部会の開催状況 

 
 
１ 日  時  令和６年２月 19 日（月） 
 

２ 開催方法  書面による意見聴取 
 

３ 内  容 

（１）令和６年度地域在宅医療推進事業の実施計画について 

  ①関係団体への補助事業 

  ②総合支庁直接事業 
 
【概要】 

○ 「①関係団体への補助事業」については、４団体から事業の実施要望があった。 
 ・山形県医師会：在宅医療への理解を深めるため、公開シンポジウムを開催 
 ・西村山地区歯科医師会：在宅医療を推進するため、多職種連携の向上を図る 

研修会を開催 
 ・山形県栄養士会：在宅訪問栄養指導を推進するため、管理栄養士の人材育成、研修   

会等を実施 
 ・山形県理学療法士会：訪問リハビリテーションに関わる理学療法士の増加を図るた  

め、研修会等を開催 
○ 「②総合支庁直接事業」 
 ・終末期医療や看取り、ACP（意思決定支援）をテーマとした研修会の開催 
 ・「村山地域入退院支援の手引き」の運用促進、点検協議 
 
【主な意見】 

○山形県医師会の在宅医療シンポジウムについては、在宅医療に関わる様々な団体の

活動を広く広報してほしい。 
○看取りを普及するためには、在宅医療を担う医師数を増やす必要がある。在宅訪問診  

療を受けている患者が入院が必要となった場合に、夜間休日も含めて受け入れでき 

る体制を確立してほしい。どの病院が受け入れ可能なのかを ICT 等で可視化し、救急

隊が迷わないような体制になると、在宅医療を担う医師の不安も減り、参入する開業

医も増えるのではないか。 

○「村山地域入退院支援の手引き」については、関係機関一覧の更新のほか、内容自体  
も必要な見直しなどを行うのが望ましい。 

資料１ 
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病床機能調整ワーキングの開催状況 

 

１ 日  時  令和６年２月 21 日（水）17:30～ 

２ 開催方法  WEB 会議 

３ 出 席 者  村山管内２５病院のうち、２２病院が出席 

４ 内  容 

（１）地域医療構想の検証等 

（２）地域医療構想の推進に関する意向調査（R5.10 月） 

（３）公立病院経営強化プラン 

 

【説明概要】 

○ 地域医療構想の策定経緯、今年度中に各医療機関の対応方針を策定・検証。 

○ 各医療機関の対応方針について、県では、各医療機関にアンケート調査を実施し

「地域医療構想の推進に関する意向調査」として取りまとめ。 

公立病院については「公立病院経営強化プラン」を対応方針。 

いずれも地域医療構想調整会議での合意が必要。 

○ 村山地域の病床数は、令和７年の必要病床数の推計値に年々近づく方向で推移し

ているが、急性期病床は 1,000 床以上過剰であり、回復期病床は 500 床ほど不足す

る見込み。 

○ 西村山地域の医療提供体制について、県立河北病院と寒河江市立病院を統合し新

病院を設置する議論が進行中。 

○ 引き続き医療機能の分化・連携の取組などを進めていくとともに、西村山地域の   

議論の内容等も踏まえて、地域医療構想との検証を今後も実施。 

 

【主な意見】 

○ コロナ以降患者数が減少。最近は戻りつつあるが、コロナ前には戻っていない。 

○ 看護師不足による病棟の一部閉鎖、あるいは、コロナクラスター発生による病棟  

閉鎖などもあり、病床利用率が低下している。 

○ 西村山地域の医療提供体制の検討にあたっては、北村山地域との連携も考慮する

必要がある。 

○ 看護師確保が大きな課題となっている。県内の新卒看護師の状況等について教え

てほしい。 

      →参考資料「県内の看護師等学校養成所卒業生における県内及び県外就業状況」 

 

【ワーキングの合意内容】 

○ 必要病床数との間には依然として乖離があるが、今後もワーキングや地域医療構

想調整会議を通じて議論を進め、乖離の縮小を図っていくこととし、「地域医療構

想の推進に関する意向調査」及び「公立病院経営強化プラン」については、地域医

療構想との整合性が図られていることを、ワーキングで確認・合意した。 

資料２ 
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県内の看護師等学校養成所卒業生における県内及び県外従業状況（R5.3卒業）

総数 県内 県外
R4.3卒

県内定着
率（％）

R3.3卒
県内定着
率（％）

R2.3卒
県内定着
率（％）

H31.3卒
県内定着
率（％）

大学 122 107 45 62 42.1 42.2 50.9 45.0 45.3

看護師３年課程 246 216 178 38 82.4 83.1 78.8 79.6 78.6

その他 56 45 39 6 86.7 - - - -

計 424 368 262 106 71.2 70.9 68.4 68.8 66.8

※出典：「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」（厚生労働省）

就業者数（人）

卒業数
（人）

R5.3卒
県内定着
率（％）

【参考】

資料２の参考資料
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６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

全
県

構
想
区
域

医
療
機
関
の
対
応

医
療
計
画

令和５年度における地域医療構想の検証・見直しの進め方

対応方針の策定（民間：意向調査、公立：経営強化プラン策定）

意向調査（9・10月）（R5から定例化）
・対応方針（既提出）の変更有無を医療機関へ照会
・特に、非稼働病棟のある医療機関には病床の運用
見通しの回答を求める

３月 全医療機関
の対応方針（公立
病院のプラン含
む）の策定完了

12月 公立病
院経営強化プ
ラン提出期限

医療計画の策定

紹介受診重点医療機関（R4
指定）の公表（～8/1厳守）

紹介受診重点医療機関（R5
指定）の公表（～4/1厳守）

調整会議②（～12月上旬）
・各医療機関の対応方針の検証（続き）
・医療計画案（在宅医療・外来医療）の協議

調整会議③（～3月）
・各医療機関の対応方針の検証完了
・公立病院経営強化プランの協議・合意
・地域医療構想の進捗状況の検証・結果公表

（不十分な場合は課題解決の工程表の策定・公表）
・紹介受診重点医療機関の協議・指定（R5分）

在宅医療専門部会①（～8月）
・（介護福祉関係者の意見も聞きつつ）医
療計画骨子案（在宅医療）の協議

●H28.9月 現構想の策定（H28～R7）⇒2025年の医療需要と必要病床数を推計

●H30.2月 厚労省通知「地域医療構想の進め方について」

⇒ 各医療機関に対して、「具体的対応方針（※）」の策定を、都道府県に対しては

毎年度、具体的対応方針を取りまとめるよう求めた

●R2.1月 厚労省通知「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について」

⇒ 原則R1（再編・統合案件はR2秋頃）まで、該当する医療機関へ再検証を要請

●R4.3月 厚労省通知「地域医療構想の進め方について」

⇒ R5まで、民間含む医療機関の対応方針の策定、検証・見直しを要請

●R5.3月 厚労省の「医療提供体制の確保に関する基本方針」の改正

⇒ PDCAサイクルによる地域医療構想の推進を求めた

① 対応方針の策定率等の目標について、毎年度、達成状況を分析・評価すること

② 将来の病床数の必要量と病床機能報告により報告を受けた病床数に著しく差が

生じている場合は、その要因を分析・評価し、必要な対応を検討すること 等

※各医療機関が定める2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割や2025年に持つべき医療機能
毎の病床数等についての方針

これまでの経過

調整会議の意見を伝
達（場合によっては再
検討を依頼）

検証状況の公
表（構想区毎）

病床機能調整推進部会（9月4日）
・各構想区域の進捗確認
・構想区域間の医療提供体制の検討
・外来医療計画案の協議

➊ 全ての医療機関で「対応方針」の策定を完了させる（策定率が100％未満の場合は構想区域ごとに策定率の目標を設

定する） ※公立病院は「対応方針」＝「経営強化プラン」

➋ 地域医療構想の進捗状況を検証し、結果を公表する ⇒ 病床機能報告から把握した非稼働病棟について、今後の

運用見通しを精査する

➌ 上記の非稼働病棟等への対応のみでは不十分である場合、課題解決のための工程表（KPI含む）を策定・公表する

※保健医療計画に位置付けられる「在宅医療」「外来医療」について、国の方針等に基づき次の事項を検討し盛り込む

➍ 在宅医療の体制構築 ⇒ 構想区域ごと、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」、「在宅医療に必要な連

携を担う拠点」を設定する（これらの協議のために、調整会議及び在宅医療専門部会を活用する）

➎ 外来医療の体制整備 ⇒ 新外来医療計画の策定に際し、各地域で不足する外来医療機能の具体的な目標を設定
する。また、「地域における外来医療提供体制のあり方」を協議して盛り込む。加えて、「紹介受診重点医療機関」を設

定する（これらの検討のための「地域の協議の場」として、調整会議を活用する）

令和５年度中に行うべきこと

その他、第８次医療計画の策定に関連して行うべきこと

随時、対応
方針を提出

医療審議会(2月)
・医療計画の決定

保健医療推進協議会
③(12月)

・医療計画案の協議

検討状況報告

在宅医療 … 医療計画「骨子案」の作成

保健医療推進協
議会①(6月)

・医療計画の基本理念
等の検討、進捗管理

外来医療… 「外来医療計画案」の作成

在宅医療 … 医療計画「計画案」の作成

年間スケジュール

紹介受診重点医
療機関の報告

地域医療構想の進捗状況の共有
紹介受診重点医療機関の設定

随時、対応
方針を提出

医療機関
から回答

調査結果を
報告 紹介受診重点医

療機関の報告

医療計画骨子案
（在宅医療）の報告

医療計画骨子案
（在宅医療）の報告

病床WG（必要に応じ）
・対応方針の検証

保健医療推進協議会
②(9月)（意見照会）

・医療計画骨子案の意見聴取

在宅医療専門部会②（～12月上旬）
・（介護福祉関係者の意見も聞きつつ）医療計画
案（在宅医療）の協議

随時、対応
方針を提出

調整会議の
意見を伝達

外来機能報告・病床機能報告（定例）
（10・11月）（G‐MIS）

部局連携により公立
病院経営強化プラン
を精査

調整会議の
意見を伝達

最新の病床数の報告
紹介受診重点医療機関の意向の報告

調整会議①（～7月）
・R4意向調査結果の再確認（対応方針や公立
病院経営強化プランの策定の状況を改めて把
握）

・各医療機関の対応方針の検証
・対応方針の策定率の年度目標の協議・決定
・紹介受診重点医療機関（R4指定分）の設定

医療計画案（在
宅医療）の報告

医療計画案（在
宅医療）の報告

医療計画案（外
来医療）の報告

医療計
画パブ

コメ

資料１

・紹介受診重点医療機関（R4指定分）の設定

・医療計画案（在宅医療・外来医療）の協議

・紹介受診重点医療機関の協議・指定（R5分）

意見照会

・外来医療計画案の協議

1
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村山地域の病床数の推移等について

１　病床機能毎の病床数の推移

必要病床数
（推計値）

H27① R3 R4② R7③ R9④ R7⑤ ⑤-① ⑤-② ⑤-③ ⑤-④

高度急性期 734 417 417 429 429 523 ▲ 211 106 94 94

急性期 3,143 2,854 2,821 2,779 2,777 1,687 ▲ 1,456 ▲ 1,134 ▲ 1,092 ▲ 1,090

回復期 723 908 908 973 1,008 1,431 708 523 458 423

慢性期 1,185 1,306 1,287 1,210 1,210 1,232 47 ▲ 55 22 22

（休棟） 146 165 159 158 122 - - - - -

計 5,931 5,650 5,592 5,549 5,546 4,873 ▲ 1,058 ▲ 719 ▲ 676 ▲ 673

病床機能報告 意向調査結果

病床機能

比較

２ 進捗状況の分析

・病床機能報告及び意向調査結果からは、必要病床数に年々近づいてはい

るが、急性期病床はまだ過剰であり、回復期病床は不足する見込み。

・非稼働病棟が150床ほどあり、また、病床利用率が70％未満となっている

病院もあり、必要病床数と乖離する一因となっている。

・西村山地域においては、令和４年度に西村山地域医療提供体制検討会が

設置され、県立河北病院と寒河江市立病院を統合し新病院を設置すること

で議論が進められており、統合後は、病床機能毎の病床数にも変化が生じ

る見込み。

３ 今後の対応

・全体の病床数では、必要病床数との差異は小さくなっているが、病床

機能別の病床数では依然として差異が生じており、将来の医療需要を見

据え、引き続き、医療機能の分化・連携の取組を進めていく。

・非稼働病棟は今後も一定程度ある見込みであり、非稼働病棟を削減し

ていくことで、必要病床数に近づけていく。

・西村山地域については、今後の議論内容等も踏まえて、引き続き地域

医療構想との整合性の検証を行っていく。

資料3-2
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病院の病床利用率の状況（令和４年度病床機能報告、R3.4.1～R4.3.31）

※病床利用率については、 で算出。

No 医療機関名
一般病床
（許可）

療養病床
（許可）

許可病床
合計

在棟患者延べ数
（年間）

病床利用率※
(R3.4.1～R4.3.31)

1 国立大学法人山形大学医学部附属病院 601 0 601 159,185 72.6%

2 山形県立中央病院 609 0 609 137,585 61.9%

3 山形県立こども医療療育センター 60 0 60 11,717 53.5%

4 山形市立病院済生館 528 0 528 139,680 72.5%

5 天童市民病院 54 30 84 28,101 91.7%

6 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 473 0 473 113,292 65.6%

7 公立学校共済組合東北中央病院 252 0 252 70,247 76.4%

8 医療法人篠田好生会篠田総合病院 223 160 383 90,450 64.7%

9 医療法人横山厚生会横山病院 30 0 30 5,962 54.4%

10 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 64 0 64 18,071 77.4%

11 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 230 0 230 70,656 84.2%

12 医療法人社団小白川至誠堂病院 98 50 148 44,356 82.1%

13 矢吹病院 40 0 40 6,767 46.3%

14 吉岡病院 78 48 126 38,281 83.2%

15 みゆき会病院 93 90 183 61,380 91.9%

16 井出眼科病院 26 0 26 7,297 76.9%

17 独立行政法人国立病院機構山形病院 300 0 300 103,145 94.2%

18 山形県立河北病院 130 0 130 23,649 49.8%

19 寒河江市立病院 56 42 98 30,471 85.2%

20 朝日町立病院 50 0 50 6,401 35.1%

21 西川町立病院 43 0 43 4,707 30.0%

22 北村山公立病院 300 0 300 74,134 67.7%

23 医療法人社団明山会 山形ロイヤル病院 0 322 322 115,432 98.2%

24 山形徳洲会病院 193 90 283 65,756 63.7%

25 医療法人敬愛会 尾花沢病院 0 26 26 9,460 99.7%

計 4,531 858 5,389 1,436,182 73.0%

在棟患者延べ数
許可病床数 × 365日

資料3-3
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◆現状の問題の多くは、医師を始めとする医療スタッフの確保・育成の困難さ、
各病院への分散配置による人員体制の制約、医師の高齢化から生じている。

◆特に、急性期・回復期ともに同様の機能を持つ県⽴・寒河江市⽴２病院に
医療資源を分散配置した現体制を存続させた場合、病院機能はさらに縮
⼩し、⼆次救急体制だけでなく、回復期・慢性期の機能さえ地域内で⼗分
に果たせなくなるおそれがある。

◆また、こうした問題は、個別病院の運営を維持したまま病院間の連携・機能
分担で解消を図ることは困難。

◆従って、医師や薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、⾼額
医療機器等の医療資源を集約し、急性期・回復期ともに地域の中核的な
役割を果たせる一定の規模を持つ病院を新たに整備することが妥当。

◆なお、医師の⾼齢化により、現病院の人材を集約しただけでは十分な集約効
果を得ることは難しいため、医療従事者にとって魅⼒ある職場環境をつくり、医
療スタッフの新陳代謝が促されるような病院にしていくことが必要。

❶ ２病院の統合により、医師・薬剤師・看護師・診療放射線技
師・臨床検査技師等のスタッフの集約化と当直の負担軽減を
図り、中等症から⽐較的軽度の救急患者を中⼼に、地域で
求められる⼆次救急医療体制を目指す。

➋ 分娩は産科セミオープンシステムでの対応を基本としつつ、安心
して地域外での分娩に繋げられること、子どもの予防接種や健
診等の地域保健サービスを身近な場所で受けられること等を
重視し、地域において期待の高い⼩児科・産婦人科の外来
機能については、新病院での継続を目指す。

➌ 統合による内科系医師の集約により、⾼齢者に多い内科系
疾患(誤嚥性肺炎・肺炎、慢性心不全、尿路感染症等)に
幅広く対応し、⼭形市内で急性期治療を終えた回復期・慢
性期の入院患者を積極的に受け入れるなど、高齢者の総合
的診療ができる体制の整備を目指す。

➍ 統合により、整形外科領域の医師や⿇酔科医、循環器科医
師の集約を図り、全⾝⿇酔を⾏う⼿術への対応や緊急⼿術
への対応が可能な体制の整備を目指す。

➎ ⼭形市内の急性期病院と脳疾患地域連携パスを構築し、専
⾨治療を終えた患者を積極的に受け入れていけるよう、脳疾
患リハビリの体制整備に努める。

➏ 地域包括ケアシステムを⽀える中核病院として、在宅や介護
施設等での急変患者の受入れも含めた回復期に十分対応し
ていくため、地域の開業医（訪問診療医）や介護施設等と
の連携のもと、在宅療養⽀援機能、在宅医療・看護、リハビ
リ機能等の充実を目指す。

➐ 特に、在宅医療については、総合診療専⾨医の研修プログラ
ムの⼀環として位置づけ、地域医療への貢献とへき地医療を
⽀える医師・看護師・薬剤師等の人材育成・確保を両輪で
推進する新病院の機能の⼀つとして充実強化を目指す。

❽ チーム医療により、生活習慣病の重症化予防のためのセルフ
ケア⽀援ができる体制の整備を目指す。

➊ 村⼭地域全体での医療完結を前提に、医師の効率配置を目指し、新病院を含む⻄村⼭
地域の公的医療機関は、山形市内の急性期病院等との役割分担、機能連携を図る。

➋ 特に、脳卒中や急性心筋梗塞、がん等の高度で専⾨的な治療が必要な患者について
は、山形市内の三次医療機関や基幹病院で対応することを前提とする。

➌ 県⽴河北病院と寒河江市⽴病院を統合、新病院を設置し、限られた医療資源（医
師・看護師や⾼額医療機器等）を集約配置することで、持続可能な医療提供体制を
早期に再構築する。

➍ また、⻄川町⽴病院と朝⽇町⽴病院は引き続き独⽴して町⽴病院として地域での役割
を果たしつつ、新病院との連携強化を図る。なお、町⽴病院としてのあり⽅、新病院との
連携については、新病院の診療機能の検討と同時進⾏で、設置町において十分検討
するものとする。

➎ 地域住⺠への医療サービス確保のため、統合する２病院の診療科は原則維持すること
を前提とし、診療体制の詳細については、医療需要や医師確保⾒通し、採算性等を踏
まえ今後検討する。

➏ 加えて、病院の統合に伴い地域住⺠の利便性が損なわれることのないよう、新病院の設
置者は、交通⼿段の確保やオンライン診療の提供等の各種取組みに努めるものとする。

➐ ⻄村⼭地域における医師・看護師等の医療従事者の確保のため、新病院を中心とした
魅⼒ある職場環境づくりや人材育成の仕組みづくり、先進技術の活⽤等を推進する。

❽ 災害発生時や新興感染症の発生・まん延時にも、⼭形市内の基幹病院等と連携を図
りながら柔軟に対応する。

❾ 休⽇夜間の救急医療体制の充実に向け、管内⾃治体及び地区医師会が担う一次救
急機能と新病院との連携のあり方については、今後関係機関との協議を継続する。

◆⼊院患者の過半数が地域外へ流出（DPCデータでは７割流出）
⇒⼭形市内の急性期病院との役割分担が必要

◆救急搬送の 約６割が地域外へ流出（休⽇夜間が顕著）
◆応需率は過去５年で⼤きく減少傾向（５割を下回る病院も）
⇒救急機能の確保が必要

◆⼿術件数は過去５年で約７割まで減少（全身⿇酔は４割まで減少）
⇒⼿術症例への対応可否を含めた実施体制の検討が必要

◆医師配置数は過去５年で２割以上減少（地域としては県内で最も減少）
⇒効果的な医師確保策と効率的な医師配置策が必要

◆救急では、医師の不⾜・⾼齢化、時間外の検査人員体制の不⾜等
⇒⼗分な当直体制を組めず、時間外の搬送を断らざるを得ない状況

◆⼿術では、急性期を担う県⽴河北・寒河江市⽴２病院で、バックアップに必
要な⿇酔科医・循環器科医のどちらか⼀⽅が不⾜する等受入体制が不十分
⇒⼿術症例件数が増えず、若⼿医師の派遣を受けにくくなる悪循環

◆脳疾患のリハビリ体制が不十分で地域連携パス病院が地域内に不在
⇒山形市内の急性期治療後の患者の受⼊れが進まず

◆現状の⻄村⼭地域の医療提供体制に対して、一定の急性期機能の強化、
山形市内の急性期後の受⼊れと、在宅や施設等からの急性増悪の受⼊れ
を含む回復期の⼊院機能の強化を求めている

⻄村山地域医療提供体制検討ワーキンググループ中間報告書（概要）
●昨年度の検討会では、県⽴河北病院と寒河江市⽴病院の統合を前提として検討を進めることへの慎重な意⾒もあったことから、今年度前半のWGでは、⻄村⼭地域の現状・課題等を調査し、改めて地域の医療提供体制について検討を⾏った。
●検討の結果、WGとしては、⻄村⼭地域の医療提供体制の現状の問題点は個別病院間の連携や機能分担で解消を図ることは困難であり、医療資源を集約配置して⼀定の規模を持つ新たな病院を整備することが妥当であるという共通認識に⾄った。
●その上で、⻄村⼭地域の医療提供体制の再構築に向けて、関係者が連携して取り組むべき基本⽅針、目指すべき医療提供体制のイメージ、新病院を整備する場合の診療機能の検討に向けた基本的な考え⽅を、WGとして整理し提案するもの。

⻄村山地域の公⽴４病院の現場の実情（ヒアリング）

山形市内の急性期４病院からの意⾒（ヒアリング）

令和５年10⽉19⽇
⻄村⼭地域医療提供体制検討会資料

●WGでは、以上の内容に基づき、さらなる課題整理を⾏うため、
今後は以下の内容について調査検討を継続する予定。その結
果については次の検討会への報告を目指す。

・整備⼿法・整備スケジュールの検討
・新病院の運営⺟体に係る諸制度の⽐較検討、地域連携推進
法人制度の活⽤可能性の検討
・想定病床数に基づく施設規模・概算事業費の試算
・敷地⾯積の概算と⽴地条件の考え⽅の整理
・人材育成・確保に関すること など

各種データから明らかになった現状

⻄村山地域の医療提供体制の現状・課題

現状・課題を踏まえたWGとしての共通認識

医療提供体制の再構築に向けて関係者が連携して取り組むべき基本方針 新病院の診療機能の検討に向けた基本的な考え方

資料２

⻄村山地域における医療提供体制のイメージ

資料3-4
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医療機関ごとの具体的対応方針について（一般病床・療養病床）
（「地域医療構想の推進に関する意向調査」令和４年度及び令和５年度調査結果より）

現状 具体的対応方針
令和４年（2022年）の機能別の病床数 令和７年（2025年）の機能別の病床数 令和９年（2027年）の機能別の病床数 将来（令和９年）を見据えた地域において自院が担うべき役割 将来（令和９年に）自院が持つべき診療機能
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1 村山地域 病院 医療法人徳洲会山形徳洲会病院 0 60 0 148 75 283 0 60 0 148 75 0 283 283 0 60 36 148 39 0 283 283 ○ ◎ ○ ○

二次救急の受入継続と腎疾患や透析の長期療養が必要な
患者に対する受入を拡大する。
運動機能や脳血管疾患の患者に対するリハビリテーション
を強化する。

○ ◎ ○ ○ ○

2 村山地域 病院 医療法人篠田好生会　篠田総合病院 0 165 108 110 53 436 0 165 108 110 53 0 436 436 0 165 108 110 53 0 436 436 ○ ○ ○

急性期・回復期・療養・在宅までのシームレスな医療の提供
を行うと伴に回復期リハビリテーションの機能を充実しつつ
地域の急性期病院から脳疾患、頚部骨折、心疾患、廃用等
のリハビリテーション患者の受け入れを担う。

○ ◎ ○

3 村山地域 病院 山形大学医学部附属病院 335 266 0 0 0 601 335 266 0 0 0 0 601 601 335 266 0 0 0 0 601 601 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 村山地域 病院 公立学校共済組合東北中央病院 0 160 92 0 0 252 0 160 92 0 0 0 252 252 0 160 92 0 0 0 252 252 ◎ ○ ○ ⑤については、整形外科（脊椎脊髄外科分野）の診療 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 整形外科（脊椎脊髄外科分野）

5 村山地域 病院 井出眼科病院 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 0 26 26 0 0 26 0 0 0 26 26 ○
眼科疾患の中でも手術でしか治療できない高度な医療の提
供を行っており、入院が必須である。

○
法人として最上地方に新庄いで眼科を有し、最
上地方のへき地を含めた眼科医療を支えてい
る。

6 村山地域 病院 医療法人社団小白川至誠堂病院 0 46 0 99 0 145 0 46 0 99 0 0 145 145 0 46 0 99 0 0 145 145 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 村山地域 病院 ○ 山形市立病院済生館 15 513 0 0 0 528 15 513 0 0 0 0 528 528 15 513 0 0 0 0 528 528 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

8 村山地域 病院 医療法人横山厚生会　横山病院 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 30 30 0 30 0 0 0 0 30 30 ○

産婦人科単科の病院として、妊婦健診から分娩、産褥まで
を継続してみていく。分娩に関しては、ハイリスク妊娠・分娩
は総合病院と連携を図り、育児等に関しては地域の保健師
と連携していく

○

9 村山地域 病院 済生会山形済生病院 12 361 100 0 0 473 12 347 100 0 0 0 459 459 12 347 100 0 0 0 459 459 ○ ○ ○ ◎
⑤は整形外科（人工関節）、周産期医療を念頭にしたもので
す。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 整形外科（人工関節）、周産期医療

10 村山地域 病院 社会医療法人松柏会至誠堂総合病院 0 50 120 60 0 230 0 40 159 0 0 0 199 199 0 40 159 0 0 0 199 199 ◎ ○ ○

・病院の新築移転事業とも相まって、病棟再編事業に取り組
み、回復期機能の強化を行う。
・在宅患者の後方機能とともに、病院における在宅機能の
強化を計画している。

○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

11 村山地域 病院 矢吹病院 0 40 0 0 0 40 0 0 20 20 0 0 40 40 0 0 20 20 0 0 40 40 ◎ ○ ○ ○ ◎

12 村山地域 病院 独立行政法人国立病院機構山形病院 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 0 300 300 0 0 0 300 0 0 300 300 ○ ◎

県内の他病院にはない専門的な医療を展開しており、神経
難病にあっては山形県より難病診療分野別拠点病院の指
定を受け、村山医療圏のみならず県内から広く患者を受入
れ診断から慢性期医療までを一貫して行っている。
また、てんかんセンターは東北各地から紹介を受け薬物治
療等専門的な医療を行っている。
さらに重症心身障がい児（者）に対しては、米沢病院、山形
県立こども医療療育センターと医療・療育の連携を図ってい
る。
その他、山形県からの委託事業である高次脳機能障がい者
支援センターでは障がい者の社会復帰の支援を行い、認知
症疾患医療センターでは、認知症に関する相談事業（患者、
家族、地域包括支援センター、かかりつけ医含む）、専門的
な診断、急性期への対応は地域医療機関と連携し対応して
いる。

○

13 村山地域 病院 ○ 山形県立中央病院 67 512 30 0 0 609 67 512 30 0 0 0 609 609 67 512 30 0 0 0 609 609 ◎

３次救急医療に対応する救命救急センターを設置している。
ドクターヘリ基地病院である。
母体・胎児・新生児の集中治療管理を行う総合周産期母子
医療センターを設置している。
都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受けている。

◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

14 村山地域 病院 ○ 寒河江市立病院 0 56 33 9 0 98 0 56 35 7 0 0 98 98 0 56 35 7 0 0 98 98 ◎ ○ ○
適時、回復期病床を拡大している現状であり、退院後のフォ
ローや今後の医療ニーズに合わせた在宅医療の提供と支
援を進めていく。

○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
高齢者の骨折等と機能回復のためのリハビリ
テーション

15 村山地域 病院 社会医療法人みゆき会 みゆき会病院 0 48 91 44 0 183 0 48 91 44 0 0 183 183 0 48 91 44 0 0 183 183 ○ ○ ○ ○ ○
地域医療を包括的にカバーすると共に、脊椎外科およびス
ポーツ整形外科のハイボリュームセンターとして機能する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 村山地域 病院 山形県立こども医療療育センター 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 60 0 0 60 60 ○
・小児整形、発達障がいへの対応
・療育、障がい児、発達促進を目的としたリハビリテーション
・医療的ケア児への診療及び支援

○ ◎ ○
・手術後の小児への集中リハビリテーション
・医療的ケア児の短期入所事業
・重度障がい児を対象とした歯科診療

17 村山地域 病院 医療法人社団丹心会　吉岡病院 0 78 48 0 0 126 0 78 48 0 0 0 126 126 0 78 48 0 0 0 126 126 ◎ ◎ 現在通り、救急告示病院の役割に沿って運営していく ◎ ○ 入院設備の充実

18 村山地域 病院 ○ 天童市民病院 0 0 54 30 0 84 0 0 54 30 0 0 84 84 0 0 54 30 0 0 84 84 ○ ◎ ○
高度急性期又は急性期の基幹病院の後方支援病院とし
て、地域包括ケアの推進に寄与する。

○ ○ ◎

19 村山地域 病院 医療法人篠田好生会　天童温泉篠田病院 0 64 0 0 0 64 0 64 0 0 0 0 64 64 0 64 0 0 0 0 64 64 ○ ○ ○

20 村山地域 病院 医療法人財団明理会山形ロイヤル病院 0 0 0 322 0 322 0 0 0 322 0 0 322 322 0 0 0 322 0 0 322 322 ○ ◎

当院は療養病棟入院基本料Ⅰを算定しており、長期療養の
必要な重症患者の受入を行っているとともに、急性期経過
後のリハビリテーションを積極的に提供するためのセラピス
トの人員体制を強化し、R4.10.1現在73名在籍。在宅復帰に
も注力し、昨年度120名の在宅復帰実績あり、（自宅、特養、
居住系施設）在宅復帰機能強化加算を算定している。

○ ◎

21 村山地域 病院 ○ 北村山公立病院 0 222 48 0 30 300 0 222 48 0 30 0 300 300 0 222 48 0 30 0 300 300 ◎ ○
北村山地域唯一の急性期病院、救急告示病院としての役
割を果たすとともに、回復期医療も担っていく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

22 村山地域 病院 医療法人敬愛会　尾花沢病院 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 26 0 0 26 26 ○ ○ ○ ◎ ○
がん末期や高齢者のうつ病や難治性疾患等への対応として
現在の病床数は必要不可欠と考える

○ ○ ○ ○ ◎ ○

23 村山地域 病院 ○ 山形県立河北病院 0 60 70 0 0 130 0 60 70 0 0 0 130 130 0 60 70 0 0 0 130 130 ◎ ◎

地域のHub病院としての機能強化に向け、高度急性期病院
や医療機関、介護・福祉施設や近隣地域の医師会との連携
強化、総合診療機能も取り入れた救急医療から在宅医療ま
での連携を進めていく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
専門医不在（脳・循内・小児）のため診療機能が
制限される

24 村山地域 病院 ○ 西川町立病院 0 0 43 0 0 43 0 0 28 0 0 0 28 28 0 0 28 0 0 0 28 28 ◎ ○ ○ 町唯一の医療機関としての機能を担う役割がある。 ○ ○ ◎

25 村山地域 病院 ○ 朝日町立病院 0 0 50 0 0 50 0 0 40 0 0 0 40 40 0 0 40 0 0 0 40 40 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

26 村山地域 診療所 佐藤眼科医院 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 6 6 ○ 眼科診療に特化した機能 ○ 現行と変わらず

27 村山地域 診療所 医療法人社団三圭会川越医院 0 13 0 0 0 13 0 6 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 6 6 ○ ○ 生殖医療に特化した治療
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現状 具体的対応方針
令和４年（2022年）の機能別の病床数 令和７年（2025年）の機能別の病床数 令和９年（2027年）の機能別の病床数 将来（令和９年）を見据えた地域において自院が担うべき役割 将来（令和９年に）自院が持つべき診療機能
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28 村山地域 診療所 つげ医院 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 ○ 肛門疾患に対する手術及び術後治療 ○ ○ ○ ◎ 消化器及び肛門疾患治療

29 村山地域 診療所 長岡医院 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 ◎

30 村山地域 診療所 山田菊地医院 0 4 0 15 0 19 0 4 0 15 0 0 19 19 0 4 0 15 0 0 19 19 ◎ ○
各科領域で手を尽くし切り、ターミナルに向かう。高齢者を主
に看取り。

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 老衰等の在宅

31 村山地域 診療所 土屋眼科医院 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 5 ◎ 眼の手術後の入院など ◎ 眼の手術後の入院など

32 村山地域 診療所 医療法人社団羽根田産婦人科クリニック 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11 11 0 11 0 0 0 0 11 11 ◎ 産婦人科　妊婦健診　分娩　産後管理 ◎

33 村山地域 診療所 国井クリニック 0 8 7 0 0 15 0 8 5 0 0 0 13 13 0 6 4 0 0 0 10 10 ◎ ○ ◎ 妊娠出産、婦人科がんの発見

34 村山地域 診療所 高野せきね外科・眼科クリニック 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 ◎ ○ 白内障手術にて日帰り入院を基本にしています。 ○ ○ ○ ○ ○ 眼科疾患

35 村山地域 診療所 医療法人長清会　長岡医院 0 0 9 0 0 9 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 0 7 0 0 7 7 ○ ◎ ○ ◎ 透析医療

36 村山地域 診療所 佐藤眼科クリニック 0 0 0 8 0 8 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 5 ○ 白内障手術、眼科一般診療 ○ 眼科診療

37 村山地域 診療所 さとうウィメンズクリニック 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19 19 0 19 0 0 0 0 19 19 ◎ ◎

38 村山地域 診療所 大竹内科呼吸器科医院 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 ○
睡眠時無呼吸症候群の精密検査を行う数少ない医療機関
の１つである。

○ 睡眠時無呼吸症候群の精密検査と治療

39 村山地域 診療所 医療法人さくら会菅クリニック 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 14 14 0 14 0 0 0 0 14 14 ◎ ○

40 村山地域 診療所 後藤眼科医院 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 6 6 ◎

41 村山地域 診療所 医療法人社団伍光会北村山在宅診療所 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 ○ ○

42 村山地域 診療所 尾花沢市中央診療所 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 19 0 0 19 0 0 0 19 19 ○ ○ ○ ◎ ○

43 村山地域 診療所 すみや眼科クリニック 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 6 6 ◎ ○ 眼科手術

44 村山地域 診療所 白田医院 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 0 16 16 0 0 0 16 0 0 16 16 ○ ○ ○ ○ ○

45 村山地域 診療所 吾妻クリニック 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19 19 0 19 0 0 0 0 19 19 ○ なし ○

46 村山地域 診療所 山形眼科歯科 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 ○ 眼科の周術期管理 ○ 眼科の周術期管理等

429 2,851 948 1,247 169 5,644 429 2,779 973 1,210 158 10 5,559 5,549 429 2,777 1,008 1,210 122 10 5,556 5,546

523 1,687 1,431 1,232 4,873 523 1,687 1,431 1,232 0 0 4,873 4,873 523 1,687 1,431 1,232 0 0 4,873 4,873

▲ 94 1,164 ▲ 483 15 169 771 ▲ 94 1,092 ▲ 458 ▲ 22 158 10 686 676 ▲ 94 1,090 ▲ 423 ▲ 22 122 10 683 673

意向調査合計（A)

必要病床数（B）

差（C）（A-B）

2 / 2
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病床が全て稼働していない病棟（非稼働病棟）を有する医療機関への対応について
（「地域医療構想の推進に関する意向調査」令和４年度調査及び令和５年度調査結果結果より）

整理
番号

地域
病診
区分

医療機関名
当該病棟の
病床機能

当該病棟の
病床数

稼働していない理由 今後の運用見通し（対応方針）

1 村山地域 病院 山形徳洲会病院
急性期
急性期

36
39

医師・看護師が確保できないため

・今後、医師・看護師の採用状況で回復
期病棟へ転用し開棟させる。
・今後、医師・看護師の採用状況で障害
者病棟を拡大稼働させる

2 村山地域 病院 医療法人篠田好生会篠田総合病院
休棟中
急性期

53
4

・看護師不足（休棟中）
・健診センターの入院ドックにて使
用しているため。

看護師確保になったおりには再開した
い

21 村山地域 病院 北村山公立病院 急性期 30 医師・看護師不足 廃止も含めて検討していく。

28 村山地域 診療所 つげ医院 急性期 10 コロナ対応及びスタッフ不足 可能ならば再開（未定）

45 村山地域 診療所 吾妻クリニック 急性期 19
大腸内視鏡検査で内視鏡的大腸ポ
リープ切除術を施工した患者がいな
かった為。

現状のまま

58 村山地域 診療所 長岡医院
休棟中（再
開予定）

1 看護師不足のため 看護師確保し稼働予定。

70 村山地域 診療所
医療法人社団伍光会
北村山在宅診療所

急性期 1 近隣病院が受け入れてくれるため 運用していく

※病床が全て稼働していない病棟：　許可病床のうち、令和３年（2021年）4月1日～令和４年（2022年）3月31日の過去１年間に、一度も入院患者を収容しなかった病床の
みで構成される病棟。有床診療所は全病床が稼働していない場合が該当。

※地域医療構想の進捗状況を検証し、データの特性だけでは説明できない差異が生じている構想区域について、対応方針に基づく取組を実施し、データ等に基づく説明
を尽くした上で、なお生じている差異として、非稼働病棟や非稼働病床の影響が考えられ、非稼働病棟に対しては平成30 年通知に基づく対応を行うこと。その際、非稼
働病棟を再稼働しようとする医療機関の計画については、2025 年が間近に迫っていることを鑑み、当該病棟の再稼働のための医療従事者の確保の具体的な見込み等
も含めて地域医療構想調整会議において詳細な説明を求め、十分に議論が必要。（「地域医療構想の進め方について」令和５年３月31日付け医政地発0331第１号厚生
労働省医政局地域医療計画課長通知より）

※都道府県は、非稼働病棟を有する医療機関を把握した場合は、調整会議において、当該非稼働病棟についての具体的対応方針（①病棟を稼働していない理由、②当
該病棟の今後の運用見通しに関する計画）について協議し合意する必要。（「地域医療構想の進め方について」平成30年２月７日付け医政地発0207第１号厚生労働省
医政局地域医療計画課長通知より）

資料4-2
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○ 策定時期 令和４年度⼜は令和５年度中に策定
○ プランの期間 策定年度⼜はその次年度〜令和９年度を標準
○ プランの内容 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域

の実情を踏まえつつ、必要な経営強化の取組を記載

○ 公⽴病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の⾒直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不⾜、人口減少・少子高齢化
に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。
○ また、コロナ対応に公⽴病院が中核的な役割を果たし、感染症拡⼤時の対応における公⽴病院の果たす役割の重要性が改めて認識されると
ともに、病院間の役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。
○ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が⾒込まれる。
○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最⼤限効率的に活⽤するという視点を最も
重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公⽴病院の経営を強化していくことが重要。

第１ 公⽴病院経営強化の必要性

第２ 地⽅公共団体における公⽴病院経営強化プランの策定

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・ 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き⽅改革
・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・ 医師の働き⽅改革への対応

(3) 経営形態の⾒直し
(4) 新興感染症の感染拡⼤時等に備えた平時からの取組
(5) 施設・設備の最適化
・ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・ デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等
・ 経営指標に係る数値目標

公⽴病院経営強化プランの内容

「 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイ ド ラ イ ン｣の概要

○ 都道府県が、市町村のプラン策定や公⽴病院の施設の新設・建替等
にあたり、地域医療構想との整合性等について積極的に助⾔。

○ 医療資源が⽐較的充実した都道府県⽴病院等が、中⼩規模の公⽴病
院等との連携・支援を強化していくことが重要。

第３ 都道府県の役割・責任の強化

○ 病院事業担当部局だけでなく、企画・財政担当部局や医療政策担当
部局など関係部局が連携して策定。関係者と丁寧に意⾒交換するとと
もに、策定段階から議会、住⺠に適切に説明。

○ 概ね年１回以上点検・評価を⾏い、その結果を公表するとともに、
必要に応じ、プランを改定。

第４ 経営強化プランの策定・点検・評価・公表

○ 機能分化・連携強化に伴う施設整備等に係る病院事業債（特別分）
や医師派遣に係る特別交付税措置を拡充。

第５ 財政措置

各公⽴病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を⾏う基幹病院に急性期機能を集約して
医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期救
急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、連携を強
化することが重要。

資料5-1
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各病院の公立病院経営強化プランの概要（地域医療構想と関連する箇所を要約）

病院名
①地域医療構想等を踏まえた当該病院の
果たすべき役割・機能、機能分化・連携強

化の取組

②地域包括ケアシステムの構築に向け
て果たすべき役割・機能

山形県立中央病院

P33　高度急性期医療、特に三次救急医
療機関としての役割、県内医療機関との
連携強化・機能分担、地域医療支援病院
として地域医療への貢献

P38　協力医との連携強化、入退院支
援の体制強化（患者サポートセンターを
設置し多職種によるワンストップサービ
ス）

山形市立病院済生館
P16・P19　高度医療や不採算医療の提供
が役割、高度急性期機能・急性期機能を
担う、紹介患者中心の医療提供

P18　治療が落ち着いた患者の退院後
の療養が円滑に行えるよう、入院前か
ら福祉関係者や地域の医療機関・介護
事業者等と連携し、退院支援の取組を
強化

天童市民病院
※協議済

P13・P15　山形市内の基幹病院の後方支
援病院として回復期や慢性期を担う、リハ
ビリや在宅医療の充実、入院患者の在宅
復帰支援

P14　紹介及び逆紹介の積極的な実
施、入退院支援に関する情報などの病
院内での共有、地域の介護施設との連
携、退院から在宅医療への円滑な移行

山形県立河北病院

P14　一定の急性期医療を担う必要はあ
るものの地域包括ケアシステムの構築に
必要な診療機能として回復期医療を拡
充、高度急性期病院や地域の医療機関・
介護施設・医師会等との連携強化

P16　在宅医療機関・介護施設・福祉施
設等との連携により在宅や施設等で急
に状態が悪化した患者の受入やレスパ
イト入院の受入

寒河江市立病院
P12・P14　急性期医療の機能を保持しつ
つ在宅医療の支援・回復期医療への取
組、関連病院との連携強化

P13　紹介患者の増加、後方支援施設
の確保、地域包括ケア病床の拡充など
回復期機能の充実

朝日町立病院
P6　急性期医療を担う基幹病院との連
携、回復期病床の確保

P7　地域包括ケア病床の増床、在宅療
養支援病院として訪問診療や訪問看護
等の在宅医療の充実、リハビリテーショ
ンの充実

西川町立病院
P3・P7　一次救急応需、かかりつけ医、回
復期医療、健診、基幹病院との連携

P6　町立病院・ケアハイツ西川・保健セ
ンターの相互連携、急変対応、看取り
対応、近隣市町の診療所・老健施設等
との連携

北村山公立病院
P4・P７　地域の基幹病院として急性期か
ら回復期までシームレスに医療を提供、
三次医療機関との連携

P7　リハビリテーションを活かした回復
期医療、ポストアキュート、サブア
キュート、在宅医療（退院支援、日常の
療養支援、急変時の対応、看取り）、オ
ンライン診療

資料5-2
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山形県地域保健医療協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 住民の健康を確保し、地域の特性や実情に即した保健医療の推進を図ることを目的と

して策定された地域保健医療計画の円滑な進行を図るほか、地域医療構想調整会議として

地域医療構想の達成の推進を図ることを目的に医療法第 30 条の 14 で規定する協議を行う

ため、山形県保健医療計画で定める二次保健医療圏ごとに、別表に掲げる地域保健医療協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

    

（協議事項） 

第２ 協議会は、次の事項について協議検討する。 

(1) 地域保健医療計画及び地域医療構想の進捗状況の把握、評価に関すること。 

(2) 地域保健医療計画及び地域医療構想の見直しに関すること。 

(3) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関すること。 

(4) 病床機能報告制度による情報の共有に関すること。 

(5) 地域医療構想の達成を推進するための方策に関すること。 

(6) 地域の病院・有床診療所の開設・増床等に関すること。 

(7) 外来医療計画に関すること。 

(8) その他目的達成のため必要な事項に関すること。 

 

（委員） 

第３ 協議会は、それぞれ委員 50 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 行政関係者 

(5) 医療保険者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（専門部会等） 

第６ 協議会に、必要に応じ、専門的事項を調査検討させるために、専門部会やワーキング

を置くことができる。 
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（庶務） 

第７ 協議会の庶務は、別表に掲げる総合支庁保健福祉環境部において処理する。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年５月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

  別 表 

 

二次保健  
医  療  圏  地域保健医療協議会  庶務担当総合支庁  

保健福祉環境部  
村山圏域  村山地域保健医療協議会  村山総合支庁  

最上圏域  最上地域保健医療協議会  最上総合支庁  

置賜圏域  置賜地域保健医療協議会  置賜総合支庁  

庄内圏域  庄内地域保健医療協議会  庄内総合支庁  
 



役　　　　　　　　職 氏　　名

1 山形市医師会長　 金 谷 透

2 上山市医師会長　 原 田 一 博

3 天童市東村山郡医師会長　 鞍 掛 彰 秀

4 寒河江市西村山郡医師会長　 鈴 木 明 朗

5 北村山地区医師会長 八 鍬 直

6 山形県歯科医師会（山形市歯科医師会長）　 小 関 陽 一

7 山形県薬剤師会長 岡 嵜 千 賀 子

8 日本精神科病院協会山形県支部（二本松会かみのやま病院長） 村 岡 義 明

9 山形大学医学部附属病院長 土 谷 順 彦

10 山形県立中央病院長 武 田 弘 明

11 山形市立病院済生館長 貞 弘 光 章

12 天童市民病院長 高 畠 典 明

13 山形済生病院長 石 井 政 次

14 東北中央病院長 田 中 靖 久

15 篠田総合病院長 篠 田 淳 男

16 至誠堂総合病院長 小 林 真 司

17 みゆき会病院長 安 藤 常 浩

18 山形県立河北病院長 森 野 一 真

19 寒河江市立病院長 後 藤 康 夫

20 朝日町立病院長 小 林 達

21 西川町立病院長 武 田 隆

22 北村山公立病院長 國 本 健 太

23 山形市長 佐 藤 孝 弘

24 天童市長 山 本 信 治

25 寒河江市長 佐 藤 洋 樹

26 西川町長 菅 野 大 志

27 朝日町長 鈴 木 浩 幸

28 東根市長 土 田 正 剛

29 山形県看護協会支部理事（山形支部長） 保 立 美 枝 子

30 山形県栄養士会医療事業部員 会 田 弓 子

31 山形県民生委員児童委員協議会副会長 長 瀬 武 久

32 山形県地域包括支援センター等協議会副理事長 大 江 祥 子

33 山形県老人福祉施設協議会筆頭副会長 山 川 淳 司

34 山形県保険者協議会委員（山辺町町民生活課長） 遠 山 進

35 山形市保健所長 山 下 英 俊

36 村山保健所長 藤 井 俊 司

※任期：令和５年２月１日から令和７年１月３１日まで（２年間）

村山地域保健医療協議会　委員名簿
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山形県地域保健医療協議会 病床機能調整ワーキング設置要領 
 
 
（設置） 
第１ 地域の病床の機能の分化・連携の推進を図るため、地域における具体的な課題につい

て関係者間で協議を行う必要がある場合、山形県地域保健医療協議会設置要綱第６に基づ

き、課題ごとに、地域保健医療協議会病床機能調整ワーキング（以下「ワーキング」とい

う。）を設置する。 
 
（協議事項） 
第２ ワーキングは、次の事項について協議検討する。 
（１）関係医療機関の病床機能報告による情報共有に関すること。 
（２）病床の機能の分化・連携に係る具体的な課題の整理に関すること。 
（３）関係医療機関の病床の機能の分化・連携の方向性に関すること。 
（４）地域の病院・有床診療所の開設・増床等の計画に関すること。 
（５）その他目的達成のため必要な事項に関すること。 
 
（構成員） 
第３ ワーキングは、次に掲げる者のうち山形県地域保健医療協議会の会長（以下「会長」

という。）が指名する委員及び第２の協議事項に関係する医療機関の管理者等で構成する。 
（１）学識経験者 
（２）保健所長 
（３）その他会長が委員として必要と認める者 
 
（座長） 
第４ ワーキングに座長を置き、保健所長が務める。 
２ 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 
 
（庶務） 
第５ ワーキングの庶務は、各二次保健医療圏の総合支庁保健福祉環境部において処理する。 
 
（補則） 
第６ この要領に定めるもののほか、ワーキングの運営に必要な事項は、会長が別に定める。 
 
 附 則 
  この要領は、平成２８年９月２９日から施行する。 
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